
327.　3.　1
　
「
住
宅
支
援
給
付
」は
、離
職
者

で
あ
っ
て
、
就
労
能
力
お
よ
び
就

労
意
欲
の
あ
る
方
の
う
ち
、
住
宅

を
喪
失
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
喪

失
の
恐
れ
の
あ
る
方
に
対
し
て
、

住
宅
の
確
保（
住
宅
喪
失
の
予
防
）

お
よ
び
就
労
機
会
の
確
保
を
支
援

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で

す
。
地
方
自
治
体
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
よ
る
就
職
支
援
を
受
け
な
が

ら
、
地
方
自
治
体
か
ら
賃
貸
住
宅

の
家
賃
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
す
。

　
支
給
対
象
者
は
、
支
給
申
請
時

に
次
の
（
１
）
～
（
８
）
の
全
て

に
該
当
す
る
方
で
す
。

　
（
１
）離
職
後
２
年
以
内
で　
歳
６５

未
満
の
方

　
（
２
）離
職
前
に
主
た
る
生
計
維

持
者
で
あ
っ
た
（
離
職
前
に
は
主

た
る
生
計
維
持
者
で
な
か
っ
た
が
、

◎
機
能
回
復
訓
練

　
【
対
象
】①
～
③
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
方
。
①
市
内
在
住
で
、

一
定
の
医
療
行
為
が
終
了
し
症
状

が
安
定
し
て
い
る
方
②　
歳
～　

１５

６４

歳
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

対
象
で
な
い
方
③
在
宅
で
訓
練
を

　
キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
や
架
空
請

求
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
連
し

た
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
若
者
の
消
費

者
被
害
が
後
を
断
ち
ま
せ
ん
。
市

消
費
者
セ
ン
タ
ー
で
は
次
の
２
日

間
、「
若
者
の
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０

番
」
を
実
施
し
ま
す
。
契
約
上
の

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
で
困
っ
た
と
き
は
、

す
ぐ
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
３
月
９
日
（
月
）・　
１０

日
（
火
）
の
い
ず
れ
も
午
前　
時
１０

　
消
費
者
セ
ン
タ
ー
で
は
、
次
の

２
日
間
、「
多
重
債
務
１
１
０
番
」

を
実
施
し
ま
す
。
多
重
債
務
で
お

困
り
の
方
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
に

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
多
重
債
務
の
相
談
は
、

こ
の
期
間
以
外
で
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
い
つ
で
も
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
【
日
時
】
３
月
２
日
（
月
）・
３

市
立
小
学
校
給
食
調
理
員

調
理
補
助（
臨
時
職
員
） 

　
市
立
小
学
校
の
給
食
調
理
員
調

理
補
助
（
正
規
職
員
代
替
）
を
希

望
す
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
職
種
】調
理
補
助（
臨
時
職
員
）

　
【
勤
務
日
な
ど
】祝
日
を
除
く
月

曜
～
金
曜
日
（
た
だ
し
、
学
校
行

事
な
ど
に
よ
り
、
休
日
に
勤
務
す

る
こ
と
も
あ
り
）
の
午
前
８
時
半

～
午
後
４
時
（
昼
休
憩　
分
を
含

６０

む
）
　
【
賃
金
】１
時
間
当
た
り
１
０
８

０
円
（
交
通
費
相
当
額
は
別
途
支

給
）
　
【
応
募
条
件
】体
力
に
自
信
の
あ

る
方
（
集
団
調
理
経
験
者
優
先
）

　
【
そ
の
他
】被
服
貸
与
、細
菌
検

査
、
社
保
加
入

　
申
し
込
み
は
３
月　
日
（
月
）

１６

ま
で
に
、
市
販
の
履
歴
書
（
写
真

貼
付
）
を
直
接
学
務
課
（
市
役
所

６
階
）へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い（
正

午
～
午
後
１
時
と
土
曜
・
日
曜
日

を
除
く
。
郵
送
不
可
）。

　
詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

市
立
中
学
校
栄
養
士

（
臨
時
職
員
） 

　
市
立
中
学
校
栄
養
士
（
正
規
職

員
代
替
）
を
希
望
す
る
方
を
募
集

し
ま
す
。

　
【
職
種
】
栄
養
士
（
臨
時
職
員
）

　
【
勤
務
日
な
ど
】祝
日
を
除
く
月

曜
～
金
曜
日
の
午
前
８
時
半
～
午

後
５
時
（
昼
休
憩　
分
を
含
む
）。

６０

週
１
～
２
回
程
度
、
早
出
（
午
前

７
時
半
～
午
後
５
時
）
あ
り
。

　
【
賃
金
】１
時
間
当
た
り
１
１
０

０
円
（
交
通
費
相
当
額
は
別
途
支

給
）
　
【
応
募
条
件
】
要
栄
養
士
免
許
、

要
普
通
自
動
車
免
許
（
オ
ー
ト
マ

チ
ッ
ク
限
定
免
許
可
）

　
【
そ
の
他
】被
服
貸
与
、細
菌
検

査
、
社
保
加
入

　
申
し
込
み
は
３
月　
日
（
月
）

１６

ま
で
に
、
市
販
の
履
歴
書
（
写
真

貼
付
）
を
直
接
学
務
課
（
市
役
所

６
階
）へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い（
正

午
～
午
後
１
時
と
土
曜
・
日
曜
日

を
除
く
。
郵
送
不
可
）。

　
詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

市
立
小
・
中
学
校
特
別
支

援
学
級
で
の
介
助
員（
臨

時
職
員
）希
望
者
の
登
録

　
特
別
支
援
学
級
な
ど
で
の
介
助

員
を
希
望
す
る
方
を
登
録
し
ま
す
。

　
【
雇
用
期
間
】６
カ
月
以
内（
更

新
の
場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
場
所
】
市
立
小・中
学
校

　
【
勤
務
時
間
】１
日
６
時
間
半
以

内（
週
５
日
以
内
）。
た
だ
し
、学

校
に
よ
っ
て
勤
務
日
数
・
勤
務
時

間
が
異
な
り
ま
す

　
【
勤
務
内
容
】特
別
支
援
学
級
な

ど
で
の
児
童
・
生
徒
の
安
全
確
保

　
【
応
募
資
格
】次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
。
①
教
員
免
許
を
持

つ
方
ま
た
は
取
得
見
込
み
の
方

（
免
許
の
種
類
は
問
い
ま
せ
ん
）

②
特
別
支
援
学
校
、
特
別
支
援
学

級
に
お
い
て
介
助
員
の
経
験
の
あ

る
方
③
体
力
に
自
信
の
あ
る
方

　
【
賃
金
】１
時
間
当
た
り
１
１
５

０
円
。
ほ
か
に
市
の
規
定
に
よ
り

交
通
費
を
別
途
支
給

　
申
し
込
み
は
履
歴
書
、
教
員
免

許
を
持
つ
方
は
免
許
の
写
し
を
直

そ
の
後
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
申
請

時
に
は
主
た
る
生
計
維
持
者
と
な

っ
て
い
る
場
合
を
含
む
）

　
（
３
）就
労
能
力
お
よ
び
常
用
就

職
の
意
欲
が
あ
り
、
公
共
職
業
安

定
所
へ
の
求
職
申
し
込
み
を
行
う

方
　
（
４
）住
宅
を
喪
失
し
て
い
る
方

ま
た
は
喪
失
す
る
恐
れ
の
あ
る
方

（
後
者
は
、
賃
貸
住
宅
な
ど
に
入

居
し
て
い
る
方
）

　
（
５
）原
則
と
し
て
、収
入
が
な

い
方
。
た
だ
し
、
臨
時
的
収
入
が

あ
る
場
合
に
は
、
基
準
な
ど
が
あ

り
ま
す

　
（
６
）生
計
を
一
と
す
る
同
居
の

親
族
の
預
貯
金
の
合
計
が
、
単
身

世
帯
は　
万
円
以
下
、
複
数
世
帯

５０

は
１
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

　
（
７
）国
の
住
宅
喪
失
離
職
者
な

ど
に
対
す
る
雇
用
政
策
に
よ
る
貸

住
宅
支
援
給
付
金

住
宅
支
援
給
付
金
をを

ご
存
じ
で
す

ご
存
じ
で
す
かか

し
付
け
ま
た
は
給
付
（
求
職
者
支

援
訓
練・受
講
給
付
金
な
ど
）、
自

治
体
な
ど
が
実
施
す
る
類
似
の
貸

し
付
け
ま
た
は
給
付
な
ど
を
、
申

請
者
お
よ
び
申
請
者
と
生
活
を
一

と
す
る
同
居
の
親
族
が
受
け
て
い

な
い
　
（
８
）暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な

行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
３
年
法
律
第　
号
）
第
２

７７

条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

で
な
い
こ
と

　
※
他
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
。

　
【
支
給
額
】支
給
額
の
上
限
月
額

は
、
単
身
世
帯
が
５
万
３
７
０
０

円
、
複
数
世
帯
が
６
万
９
８
０
０

円
　
【
支
給
期
間
】
３
カ
月

　
【
申
請
期
限
】
３
月　
日
（
火
）

３１

　
詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
１
へ
。

継
続
す
る
た
め
の
指
導
を
希
望
す

る
方
　
【
内
容
】
運
動
療
法
個
別
指
導

（
家
族
も
含
む
）
▼
補
装
具
（
車

い
す
、
下
肢
装
具
、
つ
え
な
ど
）

の
製
作
・
修
理
の
相
談
、
使
用
練

習
▼
整
形
外
科
医
師
相
談

　
【
利
用
期
間
】４
月
か
ら
６
カ
月

間
（
毎
週
火
曜
日
）

　
【
定
員
】
若
干
名

　
【
募
集
期
間
】３
月
２
日（
月
）～

　
日
（
火
）

１０◎
入
浴
サ
ー
ビ
ス

　
【
対
象
】①
～
③
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
方
。
①
市
内
在
住
で
家

庭
で
の
入
浴
が
困
難
な
身
体
障
害

者
手
帳
１
・
２
級
を
お
持
ち
の
方

②　
歳
以
下
で
、
介
護
保
険
サ
ー

６４
ビ
ス
の
利
用
対
象
で
な
い
方
③
一

定
の
医
療
行
為
が
終
了
し
症
状
が

安
定
し
て
い
る
方

　
【
利
用
回
数
】
月
２
回

　
【
費
用
】
１
回
６
０
０
円

　
【
募
集
期
間
】随
時
募
集
し
て
い

ま
す　

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
平
日
午

前
９
時
～
午
後
５
時
半
に
、
さ
い

わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
４
７
７
・

２
７
１
１
、フ
ァ
ク
ス（
４
７
７・

２
７
５
０
）
へ
。

　
※
付
議
予
定
案
件
は
、
都
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://www.toshise

ibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shi
ngikai/yotei.htm

）
ま
た
は
都
都

市
計
画
課
☎
０
３
・
５
３
８
８
・

３
２
２
５
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。 
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

関
わ
る
案
件
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

会
議
が
一
部
非
公
開
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

多
重
債
務
で
お
困
り
の
方

多
重
債
務
で
お
困
り
の
方
はは

一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談

一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談
をを

「
多
重
債
務
１
１
０
番
」を
実
施
し
ま

「
多
重
債
務
１
１
０
番
」を
実
施
し
ま
すす

日
（
火
）
の
い
ず
れ
も
午
前　
時
１０

～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

　
【
会
場
】
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー

（
市
役
所
２
階
生
活
文
化
課
内
）

　
【
実
施
形
態
】
電
話
相
談・対
面

相
談
（
い
ず
れ
も
予
約
不
要
）

　
※
通
常
の
消
費
者
相
談
も
行
っ

て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

３
・
４
５
０
５
へ
。

特
別
相
談

～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

　
【
会
場
】
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー

（
市
役
所
２
階
生
活
文
化
課
内
）

　
【
対
象
】契
約
当
事
者
が　
歳
以

２９

下
の
相
談

　
【
実
施
形
態
】
電
話
相
談・対
面

相
談
（
い
ず
れ
も
予
約
不
要
）

　
※
通
常
の
消
費
者
相
談
も
行
っ

て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

３
・
４
５
０
５
へ
。

接
学
務
課
（
市
役
所
６
階
）
へ
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
学
事
係
☎
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

市
立
小
学
校
交
通
擁
護

員
（
臨
時
職
員
）

希
望
者
の
登
録

　
市
立
小
学
校
の
交
通
擁
護
員
を

希
望
す
る
方
を
登
録
し
ま
す
。

　
【
雇
用
期
間
】６
カ
月
以
内（
更

新
の
場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
場
所
】
市
立
小
学
校

　
【
勤
務
時
間
】
１
日
４
時
間
以

内
・
週
５
日
以
内
。
た
だ
し
、
学

校
に
よ
っ
て
勤
務
日
数
・
勤
務
時

間
が
異
な
り
ま
す

　
【
勤
務
内
容
】児
童
の
登
下
校
時

の
安
全
を
擁
護
す
る

　
【
応
募
資
格
】体
力
に
自
信
の
あ

る
方
　
【
賃
金
】午
前
７
時
半
～
８
時
半

は
時
給
１
０
８
０
円
。
そ
れ
以
外

の
時
間
は
時
給
９
８
０
円
（
交
通

費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
履
歴
書
を
直
接
学

務
課
（
市
役
所
６
階
）
へ
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
学
事
係
☎
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

消
費
生
活
に
関
す
る

「
若
者
の
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０
番
」を
実
施
し
ま
す

　２７年第１回市議会定例会が
３月３日（火）～２６日（木）
の日程で開催の予定です。
　市長の施政方針演説が３日
（火）、施政方針に対する総括
代表質問が５日（木）、一般質
問が６日（金）～１１日（水）、
常任委員会が１３日（金）・１６日
（月）、予算特別委員会が１７日
（火）～２３日（月）の予定で
す（いずれも土曜・日曜日、
祝日は休会）。
　詳しくは議会事務局☎４７０・
７７８９へ。

第１回市議会定例会を
開催します さ

い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

利
用
者
を
募
集
し
ま
す

　
【
日
時
】
５
月　
日
（
金
）
午
後

１５

１
時
半
か
ら

　
【
会
場
】
都
庁
会
議
室

　
【
定
員
】　

人
（
事
前
抽
選
）

１５

　
申
し
込
み
は
４
月　
日
（
金
）

１７

ま
で
に（
消
印
有
効
）、往
復
は
が

き
（
１
人
１
通
の
み
有
効
）
に
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
の

上
、
〒
１
６
３
倆
８
０
０
１
、
都

都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
宛
て
郵

送
を
。 第

２
０
９
回

東
京
都
都
市
計
画
審
議
会
の

傍
聴
者
を
募
集
し
ま
す

臆

俺

牡
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国
民
年
金
保
険
料
の
未

納
期
間
が
あ
る
方
へ

～
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申

請
が
で
き
る
対
象
期
間
が
過
去

２
年
間
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
～

　
国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な

い
と
き
や
失
業
な
ど
に
よ
り
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的

に
困
難
な
場
合
、
保
険
料
の
免

除
ま
た
は
猶
予
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
　
年
４
月
か
ら
、
申
請
時
点

２６
の
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で

申
請
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
ま
た
、
災
害
・
失
業
な
ど
を

理
由
と
し
た
免
除
（
特
例
免
除

と
い
い
ま
す
）
に
つ
い
て
も
、

　
年
４
月
か
ら
は
、
災
害
・
失

２６業
な
ど
が
あ
っ
た
年
の
翌
々
年

６
月
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、

特
例
免
除
の
申
請
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
（　
年
３
月

２６

以
前
に
あ
っ
た
災
害
・
失
業
も

対
象
と
な
り
ま
す
が
、
過
去
分

の
審
査
対
象
期
間
は
、
２
年
１

カ
月
前
ま
で
で
す
）。

◎
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
（
１
）２
年
１
カ
月
前
の
月
分

ま
で
免
除
（
猶
予
）
申
請
が
で

き
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ
る
と
、

障
害
年
金
な
ど
が
支
給
さ
れ
な

い
場
合
や
、
失
業
な
ど
の
特
例

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
速

や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　
（
２
）申
請
期
間
に
対
応
す
る

前
年
所
得
に
基
づ
き
審
査
を
行

い
ま
す
の
で
、
免
除
が
承
認
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

　
（
３
）全
額
免
除
と
一
部
免
除

は
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
、
若

年
者
納
付
猶
予
は
配
偶
者
に
つ

い
て
も
所
得
審
査
を
行
い
ま
す

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
ま
た
は
市
保
険
年
金
課
☎

４
７
０
・
７
７
３
２
へ
。

お わ び と 訂 正

　広報ひがしくるめ２月１５日号３面、「３月のお気軽に無料相談」の
「法律相談」の予約開始日に誤りがありました。おわびして訂正い
たします。
　誤「３月26日（木）」→正「２月26日（木）」
　詳しくは生活文化課☎４７０・７７３８へ。


